
 

乳児等通園支援事業所の認可及び利用定員について 
 

市内において令和８年４月１日の開所を予定している乳児等通園支援事業所について、児童福祉法第

34条の 15第４項の規定に基づき、認可に関する意見及び子ども・子育て支援法第 54条の２第３項の規

定に基づき、利用定員についての意見を伺う。 
 
 

１ 事業の概要 

①制度趣旨 

全ての子どもの育ちを応援し、子どもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に

対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化する。 
 

②対象児童 

保育所、地域型保育事業等に通っていない０歳６か月から満３歳未満の子ども 
 

③認可・確認手続き 

事業の実施には、事業所の所在地市町村の認可を受ける必要があり、認可基準は、「西東京市乳児等

通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例」で定めている。また、所在地市町村の確認

も受ける必要があり、運営基準は、条例を定めるまでの間は、内閣府令で定める基準を基準とみなす。 
 
 

２ 認可予定施設の概要 

種別 名称 所在地 設置主体 利用定員 

幼稚園 こみね幼稚園 南町 4-13-20 学校法人向台学園 １歳：10人 

２歳：13人 

幼稚園 田無いづみ幼稚園 芝久保町 3-6-20 学校法人いづみ学園 ２歳：48人 

幼稚園 田無向ヶ丘幼稚園 芝久保町 1-13-10 学校法人藤の花学園 １・２歳：12人 

幼稚園 ひなぎく幼稚園 ひばりが丘北 1-9-32 学校法人臼井学園 ２歳：17人 

幼稚園 みどりが丘保谷幼稚園 東町 6-10-7 相田 文明 ２歳：６人 

幼稚園 明成幼稚園 西原町 2-2-3 学校法人浜の真砂学園 ２歳：17人 

幼稚園 谷戸幼稚園 谷戸町 1-16-2 学校法人裕学園 １歳：12人 

２歳：16人 
 
 

※公立の場合には、認可不要のため、子ども・子育て支援法第 54条の２第３項の規定に基づく利用定員

についてのみ意見聴取 

種別 名称 所在地 設置主体 利用定員 

保育所 けやき保育園 西原町 4-5-96 西東京市 ０歳：２人 

保育所 なかまち保育園 中町 4-4-16 西東京市 ０歳：３人 
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